
泉崎村農業委員会定例総会（１１月）議事録 

 

 

１ 開催の日時及び場所 

日 時：令和６年１１月１５日（金）午前９時００分から 

  場 所：泉崎村役場第１会議室 

 

２ 会議構成人員（１０名） 

  出席農業委員（８名）          推進委員（２名） 

   １番  箭内 一美 委員       泉崎②  鈴木 正一 委員 

   ２番  佐川 ヒロ子 委員      北平山  小林 富美雄 委員 

   ３番  和泉 輝代 委員        

   ４番  大森 秀樹 委員        

   ５番  穗積 正徳 委員        

   ６番  菊地 信治 委員        

   ７番  大野 厚海 委員        

   ８番  有賀 路夫 委員        

 

３ 本日の提出議案 

報告第２１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について 

報告第２２号 農地土盛届について 

議案第３９号 現況確認証明申請について 

 議案第４０号 現況確認証明申請について 

議案第４１号 現況確認証明申請について 

議案第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４６号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について 

 

４ 議事録署名人 

６番  菊地 信治 委員 

７番  大野 厚海 委員 

   

 



■開 会 

（事務局） 

  定刻になりましたので、ただ今より１１月定例総会を開催いたします。始めに会長

より挨拶をお願いいたします。 

 

■会長挨拶 

（会長） 

皆さん、おはようございます。本日は定例総会、県下農業大会、村の研修会等が

あります。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

  ありがとうございました。 

会期の決定及び議事録署名人の選任について、会長よりお願いいたします。 

 

■会期の決定及び議事録署名人 

（会長） 

  本総会の会期は、本日１日とすることにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり。） 

 

（会長） 

  本日１日とすることに決しました。 

  議事録署名人は「６番 菊地信治委員」「７番 大野厚海委員」にお願いします。 

 

（会長） 

では、議事に入ります。「報告第２１号 農地法第１８条第６項の規定による通知 

書について」事務局より報告願います。 

 

（事務局） 

「報告第２１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書について」議案書に従 

い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より報告がありましたが何か質疑等ございますか。 

  

 



（菊地信治委員） 

  結構広い面積の解約になりますが、解約後は誰か作るのですか。 

 

（事務局） 

  解約後他の方と契約するとは聞いておりません。 

 

（箭内一美委員） 

  現在、重機等が入っていて返還に向けて作業している様子があります。人手もなく、 

恐らく管理しきれないのではないかと思われます。 

 

（会長） 

質疑がないものと認め、報告のとおりとします。 

 

（会長） 

続きまして、「報告第２２号 農地土盛届について」事務局より報告願います。 

 

（事務局） 

「報告第２２号 農地土盛届について」議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より報告がありましたが何か質疑等ございますか。 

  

（会長） 

質疑がないものと認め、報告のとおりとします。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第３９号 現況確認証明申請について」事務局より説明願いま 

す。 

 

（事務局） 

「議案第３９号 現況確認証明申請について」議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第３９号 現況確認証明申請につい 

て」地区担当推進委員 鈴木正一委員の意見をお願いします。 

 



（鈴木正一委員） 

  ４、５年前までは植木を行っているある程度管理された畑だと見ていました。●● 

●●●で管理していたようですが、廃業してしまい管理出来なくなってしまったよう 

です。しかし、私としては、木を植えて管理しなければ山林にしてよいものか疑問が 

あるが、規定があるので仕方ないのかと思いました。隣地との境界等は問題ありませ 

ん。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員 和泉輝代委員の意見をお願いします。 

 

（和泉輝代委員） 

  現状をみると推進委員の正一さんからの説明のとおりでした。隣地との境界はきち 

んとしているようでした。とにかく木が大きいです。登記地目が畑になっていても、

変更するしかないのかなと思います。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺い

します。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。 

「議案第３９号 現況確認証明申請について」許可することにご異議ございません

か。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第３９号 現況確認証明申請について」許可することに決

しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第４０号及び議案第４１号 現況確認証明申請について」こち 

らは関連性がございますので、事務局より一括にて説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第４０号及び議案第４１号 現況確認証明申請について」議案書に従い朗読 



説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第４０号及び議案第４１号 現況確 

認証明申請について」地区担当推進委員 鈴木正一委員の意見をお願いします。 

 

（鈴木正一委員） 

  こちらも先ほどの議案と同様で、４、５年前までは●●●●●で管理していたよう 

ですが、廃業してしまい管理出来なくなってしまったようです。現況は山林の状態で 

す。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員 和泉輝代委員の意見をお願いします。 

 

（和泉輝代委員） 

  以前は田んぼだったようで水路もありますが、植木を植えるときに改良区の賦課金 

等の支払いをし、抜けていたとのことです。田んぼに戻すことは無理だと思われます。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺い

します。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。 

「議案第４０号及び議案第４１号 現況確認証明申請について」許可することにご 

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第４０号及び議案第４１号 現況確認証明申請について」

許可することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について」事務 

局より説明願います。 



（事務局） 

「議案第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について」議案書に従い朗読 

説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第４２号 農地法第３条の規定によ 

る許可申請について」地区推進委員 小林富美雄委員より現地状況の意見をお願いし 

ます。 

 

（小林富美雄委員） 

  １１月１１日現地確認を事務局、譲渡人の方と行いました。２年前にも隣地２，５ 

００㎡取得されています。山のふもとで現況は原野のような状態ですが、譲受人が農 

業を行いたいとのことで、ぜひ頑張ってほしいと思います。費用面もかかると思われ 

るので、後継者が引き続き農業を行ってほしいと思います。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員 菊地信治委員の意見をお願いします。 

 

（菊地信治委員） 

  １１月１１日現地確認を行いました。小林推進委員からも説明があったとおり、● 

●番地と●●番地はひどい原野の状態だったところです。そこを一度きれいにしたの 

ですが、水が出てきてしまい田んぼの状態までできず、今年は手が付けられなかった 

ようです。重機も所有されていて、本人もやる気はあるようです。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺い 

します。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。「議案第４２号 農地法第３条の規定による許可申請に 

ついて」許可することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第４２号 農地法第３条の規定による許可申請について」 



許可することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第４３号 農地法第３条の規定による許可申請について」及び 

「議案第４４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」こちらは関連 

性がございますので、事務局より一括説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第４３号 農地法第３条の規定による許可申請について」及び「議案第４４ 

号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」議案書に従い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第４３号 農地法第３条の規定によ 

る許可申請について」及び「議案第４４号 農地法第５条第１項の規定による許可申 

請について」地区推進委員 鈴木正一委員より現地状況の意見をお願いします。 

 

（鈴木正一委員） 

 現状はただ草刈りのみ行っている畑です。境界もはっきりしていて問題はないと思 

われます。現地確認中も車が数台通り、墓地の駐車場にすることは良いのではないか 

と思いました。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員 和泉輝代委員の意見をお願いします。 

 

（和泉輝代委員） 

  取得する畑ではかぼちゃを栽培し、隣を墓地の駐車場にすることは、道幅も狭い道 

路なので、助かると思います。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺 

いします。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。「議案第４３号 農地法第３条の規定による許可申請に 

ついて」及び「議案第４４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」 

許可することにご異議ございませんか。 



（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

「議案第４３号 農地法第３条の規定による許可申請について」及び「議案第４４ 

号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」許可することに決しました。 

 

（会長） 

続きまして、「議案第４５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」 

事務局より一括説明願います。 

 

（事務局） 

「議案第４５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」議案書に従 

い朗読説明。 

 

（会長） 

ただ今、事務局より説明がありましたが「議案第４５号 農地法第５条第１項の規 

定による許可申請について」地区推進委員 鈴木正一委員より現地状況の意見をお願 

いします。 

 

（鈴木正一委員） 

 申請地は、近くに家があるわけではなく、父親名義の土地の中に家を建てるので、 

問題はないと思われます。 

 

（会長） 

推進委員の意見を踏まえ、担当農業委員 和泉輝代委員の意見をお願いします。 

 

（和泉輝代委員） 

  息子さんが、父親の家の前に建てるとのことなので、問題ないと思われます。 

 

（会長） 

担当委員の「問題なし」との意見がございましたが、委員の皆さんの意見をお伺い 

します。 

 

（会長） 

では、お諮りいたします。「議案第４５号 農地法第５条第１項の規定による許可 

申請について」許可することにご異議ございませんか。 



（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

「議案第４５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について」許可するこ 

とに決しました。 

 

（会長） 

  続きまして、「議案第４６ 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」事務

局より説明願います。 

 

（事務局） 

  「議案第４６号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」議案書に従い朗 

読説明。 

 

（会長） 

ただいま事務局より説明がありましたが何か質疑等ございますか。 

 

（会長） 

質疑がないようなので決裁をとります。 

「議案第４６号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」意見書（案）の 

とおり提出することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

（会長） 

異議なしと認め、「議案第４６号 農用地利用集積等促進計画に係る意見について」

原案のとおり回答いたします。 

 

（午後：１０時８分） 

 

■その他 

（会長） 

  以上で本日の案件は終了しますが、その他、事務局から何かございますか。 

 

（事務局） 

・１２月の定例総会について 



 ・地区別座談会について 

 

■次回定例総会の日程について 

（会長） 

  以上を持ちまして、本総会の日程が終了しました。 

次回の定例総会について、令和６年１２月１６日（月）午前１０時からにすること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」とする声あり。） 

 

■閉 会  

（会長） 

以上をもちまして泉崎村１１月定例農業委員会総会を閉会といたします。お疲れ様 

 でした。 

 

（午前：１０時１０分） 

 


